
 

  第３章 町民と議会の関係 

（町民参加及び町民との連携） 

第４条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責

任を十分に果たさなければならない。 

２ 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会を

原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、町民が議会の活動に参加

できるような措置を講じるものとする。 

３ 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会及び全員協議会の運営にあたり、参考人制

度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反

映させるものとする。 

４ 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付けるとともに、その審議におい

て、これら提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。 

５ 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて議会及び議員の調

査能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。 

６ 議会は、議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町

民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。 

７ 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町

民に対する議会報告会を少なくとも年１回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、

町民の意見を聴収して議会運営の改善を図るものとする。 

第４章 町長と議会の関係 

（町長等と議会及び議員の関係） 

第５条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員（以下「町長等」という。）

の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。 

２ 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の

質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。 

（町長による政策等の形成過程の説明） 

第６条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等（以下「政策等」という。）を提案す

るときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努

めなければならない。 

(1) 政策等の発生源 

(2) 検討した他の政策案等の内容 

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討 



 

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ 

(5) 関係ある法令及び条例等 

(6) 政策等の実施にかかわる財源措置 

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算 

２ 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たつては、それらの政策等の水準を高め

る観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における

政策評価に資する審議に努めるものとする。 

（予算・決算における政策説明資料の作成） 

第７条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たつては、前条

の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努める

ものとする。 

（法律第96条第２項の議決事項） 

第８条 法律第96条第２項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政に

おける重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の

必要性を比較考慮の上、次のとおり定めるものとする。 

(1) 与那原町総合計画 

(2) 与那原町都市計画マスタープラン 

(3) 与那原町高齢者保健福祉計画 

(4) 与那原町子ども・子育て支援事業計画


